
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 
 

広
島
県
規
則
第
十
三
号 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

  

（
出
納
員
の
任
命
） 

第
四
条 

（
略
） 

一 

会
計
管
理
部
の
会
計
総
務
課
長
、
審
査
指
導
課

長
及
び
契
約
・
調
達
管
理
課
長 

二 

会
計
管
理
部
の
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る

事
務
を
所
掌
す
る
参
事
並
び
に
主
幹
及
び
主
査
（

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業
務
に
従
事
す
る
も
の
に
限

る
。
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
  

 ２―

７ 

（
略
） 

 

  
（
出
納
員
の
任
命
） 

第
四
条 

（
略
） 

一 
会
計
管
理
部
の
会
計
総
務
課
長
、
審
査
指
導
課

長
、
契
約
・
調
達
管
理
課
長
及
び
担
当
課
長 

二 

会
計
管
理
部
会
計
総
務
課
及
び
契
約
・
調
達
管

理
課
の
会
計
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
所

掌
す
る
主
幹
及
び
主
査
（
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
業

務
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

三 

会
計
管
理
部
審
査
指
導
課
の
会
計
管
理
者
の
権

限
に
属
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
参
事
、
主
幹
及
び

主
査 

２―

７ 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
関
係
） 

機 

関 

出
納
員 

臨
時
の 

出
納
員 

委 

任 

事 

務 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

教
育
委

員
会
事

務
局
管

理
部
総

務
課 

総
務
係

長 

課
長
代

理 

一
・
二 

（
略

） 

三 

当
該
課
で 

収
納
す
る
広 

島
県
証
明
事 

務
手
数
料
条 

例
（
昭
和
三 

十
年
広
島
県 

条
例
第
二
十 

五
号
）
の
規 

定
に
よ
る
手 

数
料
の
出
納 

及
び
保
管 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

警
察
本 

庶
務
事 

次
席 

 

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
関
係
） 

機 

関 

出
納
員 

臨
時
の 

出
納
員 

委 

任 

事 
務 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

教
育
委

員
会
事

務
局
管

理
部
総

務
課 

総
務
係

長 

課
長
代

理 

一
・
二 

（
略

） 
          

 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

六 

警
察
本 

庶
務
事 

次
席 

一 

警
察
本
部 



 
の二 
部
警
務

部
警
務

課 

務
を
担

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代 

理
、
課 

長
補
佐 

又
は
係 

長
（
同 

相
当
職 

を
含
む
。

） 

 
            一 

警
察
本
部 

警
務
部
（
厚 

生
課
及
び
留 

置
管
理
課
を 

除
く
。
）
に 

係
る
資
金
前 

渡
に
係
る
現 

金
の
出
納
及 

び
保
管 

六の三 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 

警
察
本

部
警
務

部
留
置

管
理
課 

当
該
課

に
お
い

て
駐
在

し
、
庶

務
事
務

を
担
当

す
る
管

理
官
、

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。 

） 

次
席 

一 

当
該
課
で

収
納
す
る
広

島
県
証
明
事

務
手
数
料
条

例
の
規
定
に

よ
る
手
数
料

の
出
納
及
び

保
管 

二 

当
該
課
に

係
る
資
金
前

渡
に
係
る
現

金
の
出
納
及

び
保
管 

七の二 

警
察
本

部
生
活

安
全
部

生
活
安

全
総
務

課 

庶
務
事

務
を
担

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。

） 

次
席 

一 

警
察
本
部 

生
活
安
全
部 

生
活
安
全
総 

務
課
及
び
人 

身
安
全
対
策 

課
に
係
る
資 

金
前
渡
に
係 

る
現
金
の
出 

納
及
び
保
管 

七 

警
察
本 

当
該
課 

次
席 

一 

当
該
課
に 
 

 

の二 

部
警
務

部
警
務

課 

務
を
担 

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代 

理
、
課 

長
補
佐 

又
は
係 

長
（
同 

相
当
職 

を
含
む
。

） 

 

警
務
部
留
置

管
理
課
で
収

納
す
る
広
島

県
証
明
事
務

手
数
料
条
例

（
昭
和
三
十

年
広
島
県
条

例
第
二
十
五

号
）
の
規
定

に
よ
る
手
数

料
の
出
納
及

び
保
管 

二 

警
察
本
部 

警
務
部
（
厚 

生
課
を
除
く
。 

）
に
係
る
資 

金
前
渡
に
係 

る
現
金
の
出 

納
及
び
保
管 

  

七 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

 
 

 

七の二 

警
察
本

部
生
活

安
全
部

生
活
安

全
総
務

課 

庶
務
事

務
を
担

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。

） 

次
席 

一 

警
察
本
部 

生
活
安
全
部 

生
活
安
全
総 

務
課
、
人
身 

安
全
対
策
課 

及
び
少
年
対 

策
課
に
係
る 

資
金
前
渡
に 

係
る
現
金
の 

出
納
及
び
保 

管 
 

 
 

 
 

 
 



の三 
部
生
活

安
全
部

少
年
対

策
課 

に
お
い

て
駐
在

し
、
庶

務
事
務

を
担
当

す
る
管

理
官
、

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。 

） 

 

係
る
資
金
前 

渡
に
係
る
現 

金
の
出
納
及 

び
保
管 

七 の四・七の 五 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七の六 

警
察
本

部
刑
事

部
刑
事

総
務
課 

庶
務
事

務
を
担

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。

） 

次
席 

一 

警
察
本
部 

刑
事
部
（
捜

査
第
二
課
、

組
織
犯
罪
対

策
第
一
課
、

組
織
犯
罪
対

策
第
二
課
、

組
織
犯
罪
対

策
第
三
課
及

び
科
学
捜
査

研
究
所
を
除

く
。
）
に
係

る
資
金
前
渡

に
係
る
現
金

の
出
納
及
び 

保
管 

七の七 

警
察
本

部
刑
事

部
捜
査

第
二
課 

当
該
課

に
お
い

て
駐
在

し
、
庶

務
事
務

を
担
当

す
る
管

理
官
、

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。 

次
席 

一 

当
該
課
に 

 

係
る
資
金
前 

 

渡
に
係
る
現 

 

金
の
出
納
及 
 

び
保
管 

 

 
 

               

 
 

七 の三・七の 四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

七 の五 

警
察
本

部
刑
事

部
刑
事

総
務
課 

庶
務
事

務
を
担

当
す
る 

管
理
官
、 

課
長
代

理
、
課

長
補
佐

又
は
係

長
（
同

相
当
職 

を
含
む
。

） 

次
席 

一 

警
察
本
部 

刑
事
部
（
組

織
犯
罪
対
策

第
一
課
、
組

織
犯
罪
対
策

第
二
課
、
組

織
犯
罪
対
策

第
三
課
及
び

科
学
捜
査
研 

究
所
を
除
く
。 

）
に
係
る
資

金
前
渡
に
係

る
現
金
の
出

納
及
び
保
管 

  
 

 
 

 
 

 



 
 

） 
 

 
七 の八・七の 九 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

 
 

 
 

 

七 の六・七の 七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
四
条
の
二
、
第
八
条
関
係
） 

機 

関 

出
納
員 

委 

任 

事 
務 

（略 ） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二の二 

総
務
局

職
員
給

与
課 

課
長 

一 

知
事
部
局
及
び

労
働
委
員
会
事
務

局
に
お
け
る
非
常

勤
職
員
（
非
常
勤

特
別
職
の
職
員
（

地
方
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
三
条
第
三

項
第
二
号
又
は
第

三
号
に
掲
げ
る
職

に
あ
る
職
員
を
い

う
。
）
、
短
時
間

勤
務
会
計
年
度
任

用
職
員
（
同
法
第

二
十
二
条
の
二
第

一
項
第
一
号
に
掲 

げ
る
職
員
を
い
う
。 

）
及
び
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務

職
員
（
同
法
第
二

十
二
条
の
四
第
一

項
又
は
第
二
十
二

条
の
五
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
を
い

う
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
、

再
任
用
職
員
（
暫

定
再
任
用
職
員
（

地
方
公
務
員
法
の

一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
三
年 
 

別
表
第
二
（
第
四
条
の
二
、
第
八
条
関
係
） 

機 

関 

出
納
員 

委 

任 

事 

務 

（略 ） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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法
律
第
六
十
三
号
。 

以
下
「
令
和
三
年 

改
正
法
」
と
い
う
。 

）
附
則
第
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
同
法
附
則

第
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
三
項
、

同
法
附
則
第
六
条

第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
又
は
同
法

附
則
第
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員

を
い
う
。
）
及
び

旧
法
再
任
用
職
員

（
令
和
三
年
改
正

法
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
公
務
員
法

第
二
十
八
条
の
四

第
一
項
、
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ 

れ
た
職
員
を
い
う
。 

）
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
臨

時
的
任
用
の
職
員

に
係
る
給
料
、
報

酬
及
び
職
員
手
当

等
（
こ
れ
ら
か
ら

控
除
す
る
保
険
料

等
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
並
び
に

通
勤
費
に
係
る
支

出
負
担
行
為
に
関

す
る
確
認 

参
事
並

び
に
主

幹
及
び

主
査 

          

一 

知
事
部
局
及
び

労
働
委
員
会
事
務

局
に
お
け
る
非
常

勤
職
員
、
再
任
用

職
員
及
び
臨
時
的

任
用
の
職
員
に
係

る
給
料
、
報
酬
及

び
職
員
手
当
等
並

び
に
通
勤
費
に
係

る
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
確
認
（

一
件
五
百
万
円
未 

満
の
も
の
に
限
る
。 

 

） 

 
 

 
                                       

 
 

 
 



 
 

 

 

二 

知
事
部
局
及
び

労
働
委
員
会
事
務

局
に
お
け
る
非
常

勤
職
員
、
再
任
用

職
員
及
び
臨
時
的

任
用
の
職
員
に
係

る
給
料
、
報
酬
及

び
職
員
手
当
等
並

び
に
通
勤
費
に
係

る
収
入
の
通
知
の

受
付 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

十 

健
康
福

祉
局
医

療
政
策 

課 

課
長
又

は
担
当

課
長 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十九 

庁
（
労

働
委
員

会
事
務

局
及
び

監
査
委

員
事
務

局
を
除

く
。
）

の
課
（

総
務
局 

総
務
課
、 

総
務
局 

人
事
課
、 

総
務
局

税
務
課

及
び
総

務
局
研

究
開
発

課
を
除 

く
。
）
、 

室
及
び

隊 
   

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二十の 

総
務
局 

Ｄ
Ｘ
推

進
課
長 

（
略
） 

 

 
 

   

 
  

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十 

健
康
福

祉
局
医

療
介
護 

基
盤
課 

課
長 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

十九 

庁
（
労

働
委
員

会
事
務

局
及
び

監
査
委

員
事
務

局
を
除

く
。
）

の
課
（

総
務
局 

総
務
課
、 

総
務
局 

人
事
課
、 

総
務
局

税
務
課

及
び
総

務
局
研

究
開
発

課
を
除 

く
。
）
、 

室
、
隊

及
び
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
・ 

チ
ー
ム 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二十の 

総
務
局 

Ｄ
Ｘ
推 

進
担
当

部
長 

（
略
） 

 



二 
 

 
 

（略） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
    

二十二

―

三十五 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

二 
 

 
 

（略） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

二十二 

会
計
管

理
部
会

計
総
務

課 

参
事 

一 

会
計
管
理
部
に

係
る
資
金
前
渡
に

係
る
現
金
の
出
納

及
び
保
管 

二十三

―

三十六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
三
（
第
五
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
関
係
） 

機 

関 

出
納

員 

分任出納員 

臨時の分任出納員 

委 

任 

事 

務 

（略） 

（ 略 ） 

（
略） 

（略） 

（略） 

（
略
） 

三 

広
島

県
大

阪
事

務
所 

商
工

労
働

局
商

工
労

働
総

務
課

出
納

員 

次長 

所長 

（
略
） 

（ 略 ） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（略） 

（略） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
三
（
第
五
条
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
関
係
） 

機 

関 
出
納

員 

分任出納員 

臨時の分任出納員 

委 

任 

事 

務 

（略） 

（ 略 ） 

（
略） 

（略） 

（略） 
（
略
） 

三 

広
島

県
大

阪
事

務
所 

商
工

労
働

局
商

工
労

働
総

務
課

出
納

員 

担当課長 

次長 

（
略
） 

（ 略 ） 

（ 略 ） 

（
略

） 

（略） 

（略） 

（
略
） 

 

備
考 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


